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議案第７９号 

 

 

  由利本荘市行政手続条例の一部を改正する条例（案） 

   由利本荘市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

 由利本荘市行政手続条例（平成１７年由利本荘市条例第１５号）の一部を次のように改

正する。 

 

第１条第１項中「第３８条」を「第４６条」に改める。 

 第２条第１号を次のように改める。 

（１） 市長等 市長その他の執行機関その他法令に基づき処分権限を有する機関及び 

これらの機関から処分権限の委任を受けた機関をいう。 

 第２条第６号、第４条、第１３条第１項及び第２項第５号並びに第１４条第１項及び第

２項中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

第１５条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第３項中「名あて人」を「名

宛人」に、「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該市長等が同項

各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を市の掲示場に掲示する

こと」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第

３号及び第４号に掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面

をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を別に定

める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項

が記載された書面を由利本荘市公告式条例（平成１７年由利本荘市条例第３号）第２条

第２項に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の

映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行

うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から２週間を経過したとき

に、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

 第２２条第３項前段中「第３項」の次に「及び第４項」を加え、同項後段中「第３項」

の次に「及び第４項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「参加人」と、」の次
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に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、「、掲示を始め

た」を「当該措置を開始した」に改める。 

 第２８条中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

 第２９条中「第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「同項第３号」を「同条第

４項中「第１項第３号」」に、「同条第３号」を「第２８条第３号」に改め、「、「同項

各号」とあるのは「同条各号」と」を削り、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、

「第１５条第３項後段」を「第１５条第４項後段」に改める。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 改正後の由利本荘市行政手続条例の規定は、この条例の施行の日以後の通知について

適用し、同日前の通知については、なお従前の例による。 

 

 

  令和８年３月６日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴い、条文を整理するため、条例の一部を改

正しようとするものである。 
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議案第８０号 

 

 

   ６災３５４号普通河川西目川左右岸河川災害復旧工事請負契約の締結について 

 

 

次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

１ 契約 の目的  ６災３５４号普通河川西目川左右岸河川災害復旧工事 

 

２ 契約 の方法  条件付一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  １７９，３００，０００円 

          （うち取引に係る消費税額 １６，３００，０００円） 

 

４ 契約の相手方  由利本荘市西目町沼田字新道下２－６４８ 

          株式会社三浦組 

          代表取締役 佐藤 強 

 

 

  令和８年３月６日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  ６災３５４号普通河川西目川左右岸河川災害復旧工事請負契約を締結するにあたり、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づ

き、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第８１号 

 

 

   ６災３７８号その他市道上黒森沢線道路災害復旧工事請負契約の締結について 

 

 

次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

１ 契約 の目的  ６災３７８号その他市道上黒森沢線道路災害復旧工事 

 

２ 契約 の方法  条件付一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  ２３５，４００，０００円 

          （うち取引に係る消費税額 ２１，４００，０００円） 

 

４ 契約の相手方  由利本荘市館字中島２３１－１ 

          山勇建設工業株式会社 

          代表取締役 猪股 勇樹 

 

 

  令和８年３月６日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信   

 

 

提案理由 

  ６災３７８号その他市道上黒森沢線道路災害復旧工事請負契約を締結するにあたり、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づ

き、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第８２号 

 

 

   市道薬師堂２５号線他道路改良工事請負変更契約の締結について 

 

 

次のとおり工事請負契約を変更し、締結するものとする。 

 

１ 契約 の目的   市道薬師堂２５号線他道路改良工事 

 

２ 契 約 金 額       ３５２，３２７，８００円 

          （変更前 ３３９，２１４，７００円） 

 

３ 契約の相手方   由利本荘市一番堰１８１ 

           村岡建設工業株式会社 

           代表取締役 村岡 兼幸 

 

 

  令和８年３月６日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  市道薬師堂２５号線他道路改良工事請負変更契約を締結するにあたり、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決

を得ようとするものである。 
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議案第８３号 

 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

施設の名称 指定管理者 指定の期間 

由利本荘市 

矢島老人福祉センター 

「寿康苑」 

社会福祉法人 

由利本荘市社会福祉協議会 

会長 三浦 德久 

令和８年４月１日から 

令和１１年３月３１日まで 

 

 

 令和８年３月６日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

 公の施設について指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第２４４条の２

第６項及び由利本荘市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条

の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第８４号 

 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

施設の名称 指定管理者 指定の期間 

由利本荘市ゆりの里交流センター 
有限会社 ゆりの里振興社 

代表取締役 小濱 仁 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 

令和１０年３月３１日まで 

 

 

 令和８年３月６日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

 公の施設について指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第２４４条の２

第６項及び由利本荘市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条

の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第８５号 

 

 

   倒木事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

 

 令和７年１１月１０日、由利本荘市尾崎地内において、市道表尾崎町線の歩道に植樹さ

れた松が強風で倒れ、市役所駐車場に駐車していた車両を破損させた事故について、次の

とおり和解する。 

 

１ 相手方 

 

 

 

２ 和解の内容 

   由利本荘市は、相手方に対し損害賠償金１，９３４，８５６円を支払うものとする。 

 

 

  令和８年３月６日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  倒木事故に係る和解及び損害賠償の額を定めるにあたり、地方自治法第９６条第１項

第１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第８６号 

 

 

   令和７年度由利本荘市スキー場運営特別会計への繰入れについて 

 

 

令和７年度由利本荘市スキー場運営特別会計の令和７年度由利本荘市一般会計からの

繰入額「３０，０００千円以内」を「４０，０００千円以内」に改める。 

 

 

  令和８年３月６日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  特別会計への繰入れについて、地方財政法第６条の規定により、議会の議決を得よう

とするものである。 
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